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(57)【要約】
【課題】大きなスラスト荷重に耐えうる抜け止め用の固
定部材を提供する。
【解決手段】弾性リング３１は、略円環の優弧状に湾曲
し、弾性変形することにより内周壁３６の曲率半径であ
る長さｒ２を可変としている。内周壁３６には、弾性リ
ング３１よりも硬い断面視扇状の複数の円弧キー３２が
外周側面３７の一部を接続され、円環の一部を構成して
略等間隔に配置される。外周側面３７の曲率半径ｒ１は
、弾性リング３１の内径ｒ２よりも小さい。弾性リング
３１の径方向での変形において、可変である曲率半径ｒ
２の大きさは、最小値を曲率半径ｒ１と略同一の値とす
る。弾性リング３１の両端の円弧キー３２には組付け穴
３３が設けられている。円弧キー３２の外周側面３７に
弾性リング３１の内周壁３６を倣わせることで、容易に
Ｃ－リング装置３０の径を縮小できる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　弾性変形することによって曲率半径が可変である断面視略優弧状の弾性体と、
　前記弾性体と径方向で対向して設けられる複数の接触部材と、
　を備える固定部材であって、
　前記接触部材は、前記弾性体と径方向で対向する側壁が断面視略円弧状に形成され、前
記側壁の曲率半径が前記弾性体の曲率半径よりも小さいことを特徴とする固定部材。
【請求項２】
　前記弾性体は、前記接触部材の前記側壁に倣いその曲率半径を前記側壁の曲率半径と略
同一の値に変更可能とすることを特徴とする請求項１記載の固定部材。
【請求項３】
　前記接触部材の硬度は、前記弾性体の硬度よりも大きいことを特徴とする請求項１また
は２に記載の固定部材。
【請求項４】
　前記接触部材は、前記側壁の一部に径方向へ窪む係止溝を有し、前記弾性体は、径方向
へ突出して前記係止溝に挿入可能に折り曲げられた接続部位を有し、前記接続部位を前記
係止溝に挿入して組付けられることを特徴とする請求項１から３のいずれか一項に記載の
固定部材。
【請求項５】
　前記接触部材は、前記側壁の一部を前記弾性体と溶接されて取付けられることを特徴と
する請求項１から４のいずれか一項に記載の固定部材。
【請求項６】
　前記複数の接触部材の配置により構成する円環の軸方向において、前記接触部材は前記
軸方向の先端に先端面を有し、前記弾性体の前記軸方向先端側は、前記先端面と同一平面
上または前記先端面よりも前記軸方向基端側に位置することを特徴とする請求項１から５
のいずれか一項に記載の固定部材。
【請求項７】
　前記側壁は、前記接触部材の径方向内側に形成され、前記弾性体は、前記接触部材の前
記側壁に沿って弾性変形された状態で、前記側壁の径内方向に設けられることを特徴とす
る請求項１から６のいずれか一項に記載の固定部材。
【請求項８】
　前記複数の接触部材の配置により構成する円環の軸方向において、前記接触部材は前記
軸方向の先端に先端面を有し、前記側壁は、前記接触部材の前記軸方向先端側で前記先端
面に向かって拡径するテーパ状に形成され、前記弾性体を前記軸方向基端側から支持する
ことを特徴とする請求項７に記載の固定部材。
【請求項９】
　前記複数の接触部材の配置により構成する円環の軸方向において、前記側壁は、前記接
触部材の前記軸方向先端側で前記軸方向基端側の内径よりも大径に形成され、前記接触部
材は、前記軸方向の先端に先端面を有するとともに前記内径の異なる部分にて段差を形成
し、前記弾性体は、前記段差の前記軸方向先端側かつ前記先端面の前記軸方向基端側に設
けられることを特徴とする請求項７に記載の固定部材。
【請求項１０】
　弾性変形することによって曲率半径が可変である断面視略優弧状の弾性体と、
　前記弾性体の内周壁に沿って取付けられる複数の接触部材と、
　を備える固定部材であって、
　前記接触部材は、前記弾性体の内周壁に対向する外周側面が断面視略円弧状であり、当
該外周側面の曲率半径が前記弾性体の曲率半径よりも小さく設定されていることを特徴と
する固定部材。
【請求項１１】
　前記弾性体は、前記内周壁が前記接触部材の外周側面に倣いその曲率半径を当該外周側



(3) JP 2010-25335 A 2010.2.4

10

20

30

40

50

面の曲率半径と略同一の値まで縮小可能であることを特徴とする請求項１０記載の固定部
材。
【請求項１２】
　前記接触部材は、前記外周側面の周方向における両端の中間位置で前記弾性体に取付け
られていることを特徴とする請求項１０または１１に記載の固定部材。
【請求項１３】
　前記接触部材の硬度は、前記弾性体の硬度よりも大きいことを特徴とする請求項１０か
ら１２のいずれか一項に記載の固定部材。
【請求項１４】
　前記複数の接触部材の配置により構成する円環の軸方向において、前記弾性体の前記軸
方向の長さは、前記接触部材の外周側面の前記軸方向の長さよりも小さいことを特徴とす
る請求項１０から１３のいずれか一項に記載の固定部材。
【請求項１５】
　前記接触部材は、前記外周側面の一部を前記弾性体の内周壁との溶接により取付けられ
ていることを特徴とする請求項１０から１４のいずれか一項に記載の固定部材。
【請求項１６】
　前記接触部材は、前記外周側面の一部に径方向内側へ窪む係止溝を有し、前記弾性体は
、前記内周壁から径方向内側へ突出して前記係止溝に挿入可能に折り曲げられた接続部位
を有し、前記接続部位を前記係止溝に挿入して組付けられることを特徴とする請求項１０
から１５のいずれか一項に記載の固定部材。
【請求項１７】
　燃料を加圧可能な加圧室、前記加圧室にて加圧される燃料を吐出する吐出部、および、
前記加圧室へ燃料を供給する燃料通路を形成するハウジングと、
　前記加圧室を液密に保つために前記加圧室の上流側に配置され、前記ハウジングの前記
燃料通路を構成する内壁に組付けられ、開状態と閉状態とに変化可能な弁部と、
　弾性変形することによって曲率半径が可変である断面視略優弧状の弾性体と、前記弾性
体の内周壁に対向する外周側面が断面視略円弧状であり、当該外周側面の曲率半径が前記
弾性体の曲率半径よりも小さく設定されている複数の接触部材とを有する固定部材と、
　を備えた高圧ポンプであって、
　前記複数の接触部材は、前記燃料通路の内側を通して配設され、当該燃料通路において
前記弁部と隣接する下流側で円環を構成するよう配置され、前記弾性体の弾性変形により
径外方向へ移動して位置決めされ、前記固定部材は、前記接触部材を前記弁部に当接させ
ることによって、前記弁部を前記燃料通路側から係止することを特徴とする高圧ポンプ。
【請求項１８】
　燃料を加圧可能な加圧室、前記加圧室にて加圧される燃料を吐出する吐出部、および、
前記加圧室へ燃料を供給する燃料通路を形成するハウジングと、
　前記加圧室を液密に保つために前記加圧室の上流側に配置され、前記ハウジングの前記
燃料通路を構成する内壁に組付けられ、開状態と閉状態とに変化可能な弁部と、
　弾性変形することによって曲率半径が可変である断面視略優弧状の弾性体と、前記弾性
体と径方向で対向して設けられ、前記弾性体に対向する側壁が断面視略円弧状であり、当
該側壁の曲率半径が前記弾性体の曲率半径よりも小さく設定される複数の接触部材とを有
する固定部材と、
　を備えた高圧ポンプであって、
　前記固定部材は、前記弾性体の弾性変形により径を縮めた状態で前記燃料通路の内側を
通して配設され、当該燃料通路において前記弁部と隣接する下流側で径を拡げて位置決め
されるとともに、前記接触部材を前記弁部に当接させることによって、前記弁部を前記燃
料通路側から係止することを特徴とする高圧ポンプ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、固定部材に関し、特に、部材間を軸方向に係止するのに用いられる固定部材
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、軸などの抜け止めに用いられる固定部材としてのＣ－リングが知られている（た
とえば、特許文献１等）。一般に、Ｃ－リングは円周に沿ったＣ字形を呈する薄いリング
状の部材であり、相手部材に組付ける際には、内径を軸径以上に押し広げたり、外径を相
手部材の穴の径以下に縮めたりするような径方向の変形を伴う。そして、径の大きさを変
えられたＣ－リングは、たとえば、軸または相手部材の穴の内壁に形成された溝に装着さ
れ、このとき自らが持つ弾性力により溝の径に倣うことによって抜け止め作用を発揮する
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０００－２８２４５９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　このようなＣ－リングは、弾性を有する材質から作製し、上述した径方向の弾性変形が
なされるのに十分な弾性力を確保できる形状に設計する必要がある。たとえば、Ｃ－リン
グの板厚を厚くしたり軸横断面の断面積を大きくしたりすると、Ｃ－リングの曲げ剛性が
高まる一方、その弾性が低下してしまう。このため、一般的なＣ－リングは、その板厚お
よび軸横断面の断面積を小さく設計されている。ところが、相手部材と接触可能な面積が
小さいと、Ｃ－リングは狭い面積で相手部材からの荷重を受けることになるため、特に過
大なスラスト荷重がかかるような場合には、相手部材の溝に陥没を生じさせたりＣ－リン
グ自体が破損したりといった問題が発生してしまう。また、熱処理等でＣ－リングの硬度
を向上させる場合もその弾性が低下してしまうため、Ｃ－リング自体の強度を高める処置
を施すことは困難であった。
【０００５】
　このような問題に対し、特許文献１には、断面積が大きく曲げ剛性の高いＣ－リングに
切り込みを形成し、当該切り込みにより径方向の幅を小さくした部分での弾性変形を可能
にした例が開示されている。しかしながら、過大なスラスト荷重を受ける部位にこのよう
なＣ－リングを適用する場合、表面硬度を上げるために熱処理を施す必要がある。熱処理
により全体の剛性が向上すると、切り込み部分においても弾性変形が困難となるため、切
り込み部分からの破損が起こりやすいという問題があった。
【０００６】
　また、特許文献１には、Ｃ－リングをいくつかのパーツに分割した分割キーを円環状に
配置し、各分割キーの外周の円弧面全体をリング状の弾性部材の内周面で覆うように固接
した例が開示されている。この場合は、分割キーの曲げ剛性および表面硬度を高めてから
弾性部材に固接することができる。しかしながら、この従来例によるＣ－リングでは、弾
性部材の内周が分割キーの外周と同一円弧面上で固接されているため、弾性部材の変形が
各分割キーの外周部分に妨げられ、全体として極めて小さな範囲でしか径を縮小できない
という欠点があった。
【０００７】
　さらに、このようなＣ－リングを相手部材の溝に嵌合すると、溝壁面に弾性部材と分割
キーとがともに当接して相手部材からの押圧力を受けることになる。このため、Ｃ－リン
グに過大なスラスト荷重がかかると、曲げ剛性の低い弾性部材のみが塑性変形してしまう
おそれがあった。また、周方向に複数の分割キーおよび弾性部材を交互に配置し、隣接す
る分割キー同士をそれぞれ弾性部材で接続したＣ－リングの例も開示されているが、この
ようなＣ－リングには、装着の際に各弾性部材に圧縮および引っ張りの双方の力が作用す
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るため、弾性部材が破損したり、弾性部材が分割キーより剥離したりするという問題が生
じやすい。
【０００８】
　そこで、本発明の目的は、大きなスラスト荷重に耐えうる抜け止め用の固定部材を提供
することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　請求項１に記載の発明によると、固定部材は、弾性体および複数の接触部材を備えてい
る。弾性体は、断面視略優弧状、すなわち略円周の一部に沿うＣ字形状を呈している。弾
性体の曲率半径は、当該弾性体が弾性変形することにより可変となっている。複数の接触
部材は、弾性体と径方向で対向して設けられており、弾性体と径方向で対向する側壁が断
面視略円弧状に形成されている。この側壁は、弾性体の曲率半径よりも小さい曲率半径で
形成されている。ここで、弾性体は、接触部材と接続されているものであってもよい。ま
た、接触部材とは別体の部材であり固定部材の装着時に接触部材の径内方向に配置される
ものであってもよい。後者の場合は、弾性体が、弾性変形によって縮径された状態で、各
接触部材の径方向内側の側壁に対向するように配置される。なお、この場合、「側壁」は
、接触部材が径方向内側に形成する凹曲面を指している。また、弾性体が接触部材の径外
方向に設けられている場合、「側壁」は、接触部材が径方向外側に形成する凸曲面を指し
ている。
【００１０】
　この構成では、固定部材が固定する相手部材からスラスト荷重を受ける接触部材を、固
定部材の径の変更および接触部材の径方向への付勢を担う弾性体とは別の材質から作製す
ることができる。このため、接触部材に弾性を持たせることなく弾性変形が可能となるの
で、接触部材の表面硬度や剛性を向上させることにより、過大なスラスト荷重のかかる部
位での抜け止めに用いることができる。したがって、大きなスラスト荷重に耐えうる抜け
止め用の固定部材を得ることができる。
【００１１】
　請求項２に記載の発明によると、弾性体は接触部材の側壁に倣い曲率半径を変更可能と
している。つまり、この弾性体の曲率半径は、縮小されて側壁の曲率半径と略同一の値と
なりうる。接触部材の側壁が径方向内側であり、弾性体が接触部材の径内方向に配置され
る場合にこの構成を採用すると、弾性体が側壁に沿ってその周全体で接触部材を拡径方向
へ付勢することになる。このように、接触部材の側壁と弾性体とが、各接触部材の周方向
両端の二点のみでなく周全体で接するため、装着時の固定部材全体としての構造が安定す
る。一方、接触部材の側壁が径方向外側であり、弾性体が接触部材の径外方向に配置され
る場合にこの構成を採用すると、弾性体を塑性変形に至らせることなく固定部材全体とし
ての径を十分に縮小させることが可能になる。
【００１２】
　請求項３に記載の発明によると、接触部材の硬度を、弾性体の硬度より大きくすること
により、接触部材が相手部材に接触する部位で大きなスラスト荷重を受けることができる
。このため、大きなスラスト荷重を受ける部位での使用に適した抜け止め用の固定部材が
得られる。
　請求項４に記載の発明によると、接触部材の側壁の一部に径方向へ窪む係止溝を設け、
るともに、弾性体を折り曲げることによって接触部材の係止溝に挿入可能な接続部位を設
けている。この接続部位は、弾性体の一部が径方向接触部材側へ突出する形状を呈してい
る。弾性体の接続部位を係止溝に挿入して固定部材を組付けることで、接触部材と弾性体
との間の位置決めもしくは圧入による双方の固定を行うことができる。したがって、過大
なスラスト荷重に耐えうるのみならず、組付けおよび相手部材への装着が容易である固定
部材を提供することができる。
【００１３】
　請求項５に記載の発明によると、接触部材の側壁の一部を、弾性体と溶接して取付けれ
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ば、接触部材と弾性体とが共に金属製であって互いに接続されている構成を採用する場合
に、接続用の別部材を用いて製造する必要がない。このように、製造コストを小さく抑え
たうえで、互いに異なる材質から作製された接触部材と弾性体とをあらかじめ一体として
固定部材を製造することができる。このため、固定部材を相手部材に装着する際には、弾
性体と接触部材との位置決めを省いて容易に装着を行うことができる。なお、各接触部材
の側壁と弾性体との溶接箇所は、弾性体の径を変更可能とするために、側壁の周方向の一
点のみとすればより好ましい。
【００１４】
　請求項６に記載の発明によると、複数の接触部材の配置により構成する円環の軸方向に
おいて、接触部材の軸方向の先端を先端面とすると、弾性体の軸方向先端側は、先端面と
同一平面上または先端面よりも軸方向基端側に位置している。言い換えると、固定部材の
上述した軸方向における先端側では、弾性体の軸方向先端側に対して接触部材の軸方向先
端側が突出している。このため、固定部材の先端側から過大なスラスト荷重が加わる場合
に、接触部材の先端面でスラスト荷重を受けることが可能であり、かつ、弾性部材にスラ
スト荷重がかからないような構成とすることができる。
【００１５】
　請求項７に記載の発明によると、側壁は接触部材の径方向内側に形成されており、弾性
体は接触部材の側壁に沿って弾性変形された状態で当該側壁の径内方向に設けられている
。この構成は、上述したように弾性体が接触部材を拡径方向に付勢することで、相手部材
に形成された溝壁面に装着される固定部材が径外方向への付勢力によって相手部材の溝壁
面に当接して取付けられるものである。この取付けられた状態では、弾性部材の曲率半径
と接触部材の側壁の曲率半径とが略一致していることが好ましい。このように、弾性体が
接触部材に加える付勢力を利用して、大きなスラスト荷重を接触部材で受け持つ固定部材
を得ることができる。
【００１６】
　請求項８に記載の発明によると、複数の接触部材の配置により構成する円環の軸方向に
おいて、接触部材の側壁は、軸方向先端側に設けられ、先端面に向かって拡径するように
形成されているテーパ面である。弾性体は、このテーパ状の側壁によって、軸方向基端側
から支持されるように設けられる。この構成による固定部材を相手部材に装着する際、接
触部材を一方の相手部材の溝に嵌合させた状態で弾性体を側壁としてのテーパ面の径内方
向に配置し、さらに、接触部材の先端面で他方の相手部材の軸方向の抜け止めを行うこと
が例示される。このとき、側壁で弾性体を軸方向へ支持することによって、固定部材の装
着後に弾性体が脱落することを防止できる。さらに、弾性体を支持する側壁を複雑な形状
とはせずにテーパ面とするため、上記効果を奏する接触部材の製造が容易である。
【００１７】
　請求項９に記載の発明によると、接触部材は、軸方向先端側で大径、軸方向基端側で小
径となるような、軸方向で径を異にする略円弧面を形成している。このように構成される
場合、軸方向先端側で大径に形成された方の略円弧面が「特許請求の範囲」に記載の「側
壁」にあたる。この構成によると、接触部材は内径の異なる部分にて段差を形成しており
、弾性体は、当該段差の軸方向先端側に配置され、接触部材の軸方向先端側に形成された
先端面よりも軸方向基端側に配置される。言い換えると、上述した軸方向において弾性体
が軸方向に占めるスペースは、接触部材の大径部分の軸方向深さの範囲内に収められる。
このように、前述のテーパ状の側壁に代えて、段差をなす大径の略円弧面状の側壁を採用
する構成でも、接触部材の段差部分を利用することにより、弾性体を軸方向へ支持するこ
とができる。ここで、前述のように側壁がテーパ面であるとすれば、弾性体が拡径するこ
とによって移動し、接触部材の先端面よりも軸方向先端側へ突出して相手部材に当接する
ことが考えられるため、弾性部材の摩耗を完全に防ぐことはできない。これに対し、この
構成では、弾性体が拡径しても軸方向には移動せず、かつ、弾性体は接触部材の大径部分
に収められて先端面よりも軸方向基端側に位置するため、弾性部材を相手部材に当接させ
ることなく接触部材のみで相手部材からのスラスト荷重を受けることができる。したがっ
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て、弾性部材の脱落を防ぎ、かつ、弾性部材にスラスト荷重がかからないような構成とす
ることができる。
【００１８】
　請求項１０に記載の発明によると、固定部材は、断面視略優弧状の弾性体、および、当
該弾性体の内周壁に沿って取付けられる複数の接触部材を備えている。ここで、弾性体は
略円周に沿うＣ字形を呈し、弾性変形することによりその曲率半径を可変としている。ま
た、複数の接触部材は、断面視略円弧状の外周側面で弾性体の内周壁に対向しており、当
該外周側面の曲率半径は弾性体の曲率半径よりも小さく設定されている。このため、接触
部材の外周側面の径を変化させることなく弾性体のみを変形させることにより、固定部材
全体としての径を容易に拡大および縮小させることができる。また、接触部材を弾性変形
可能な部材で構成する必要がないので、接触部材の表面硬度や剛性を向上させることによ
り、過大なスラスト荷重のかかる部位での抜け止めに用いることができる。したがって、
大きなスラスト荷重に耐えうる抜け止め用の固定部材を得ることができる。
【００１９】
　請求項１１に記載の発明によると、弾性体の内周壁が接触部材の外周側面に倣うように
当該弾性体の曲率半径を縮小させることで、弾性体の内径が接触部材の外周側面の曲率半
径に一致するまで固定部材全体としての径を縮めることができる。したがって、弾性体の
曲率半径を縮小する際に接触部材と干渉することがないうえに、当該曲率半径が最小の際
に広範囲で接触部材の外周側面に接するため、弾性体が径方向内側から無理な力を受ける
ことがない。このため、弾性体および接触部材の損傷や両者間での分離が生じにくく、大
きなスラスト荷重を受ける部位での抜け止めに用いることができる。
【００２０】
　請求項１２に記載の発明によると、接触部材は、その外周側面の周方向における両端の
中間位置で弾性体に取付けられている。当該中間位置は、弾性部材に接触部材の外周側面
を狭い面積で取付けたとき、最も安定して接触部材を保持することのできる位置である。
このため、固定部材の径を変化させるのに、弾性体と接触部材との取付け位置において接
触部材の干渉や変形量の偏りが生じにくくなり、弾性体から接触部材が分離するという問
題を防ぐことができる。これにより、大きなスラスト荷重に耐えうる抜け止め用の固定部
材を提供することができる。
【００２１】
　請求項１３に記載の発明によると、接触部材の硬度を、弾性体の硬度より大きくするこ
とにより、接触部材が相手部材に接触する部位で大きなスラスト荷重を受けることができ
る。このような固定部材は、大きなスラスト荷重が発生する部位に使用することができる
。なお、この構成によれば、径方向内側に軸などを保持して抜け止め効果を持たせる場合
にも、接触部材に摩耗や陥没が発生することを防ぐことができる。
　また、請求項１４に記載の発明によると、複数の接触部材が並ぶ円環の中心軸方向にお
いて、弾性体の軸方向の長さは、接触部材の外周側面の軸方向の長さよりも小さい。つま
り、弾性体の幅全体が接触部材の軸方向における両端の間の位置にあるため、この固定部
材を嵌合する相手部材の溝壁面には、弾性体をスラスト方向に当接させることなく接触部
材のみを当接させることができる。これにより、接触部材のみが相手部材の溝壁面とスラ
スト方向に接触して押圧力を受けるようにした抜け止め状態での固定が可能となる。した
がって、弾性体にかかる力を低減させることができるので、固定部材全体での過大なスラ
スト荷重に対する耐久性はより向上する。
【００２２】
　請求項１５に記載の発明によると、固定部材は、各接触部材が外周側面の一部を弾性体
の内周壁に溶接されることで構成されている。すなわち、接触部材と弾性体とが共に金属
製である場合、両者を溶接により固定すると、接触部材が弾性体から脱落することを防止
できるため、過大なスラスト荷重に対する固定部材の耐久性をさらに高めることができる
。
【００２３】
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　また、請求項１６に記載の発明によると、各接触部材には、外周側面の一部が径方向内
側へ窪む係止溝が形成されている。また、弾性体には、各接触部材の係止溝に挿入するた
めの接続部位が、内周壁側から見て径方向内側に突出して設けられている。この接続部位
は、弾性体自体が折り曲げられることにより形成されている。当該接続部位を各接触部材
の係止溝に挿入して組付けることで、接触部材を弾性体に精密に固定する必要がなくなる
ため、簡単な製造工程により過大なスラスト荷重に耐えうる固定部材を提供できる。
【００２４】
　以上は、固定部材の発明として説明してきたが、上述の固定部材を備える高圧ポンプの
発明として実現することもできる。
　すなわち、本発明の請求項１７に係る高圧ポンプは、燃料を加圧可能な加圧室、加圧室
にて加圧される燃料を吐出する吐出部、および、加圧室へ燃料を供給する燃料通路を形成
しているハウジングと、加圧室を液密に保つために加圧室の上流側に配置されて開状態と
閉状態とに変化可能な弁部と、請求項１に記載された構成と同一の構成を有する固定部材
とを備えている。弁部は、ハウジングの燃料通路を構成する内壁に組み付けられている。
弁部を組付ける際、固定部材の接触部材は、燃料通路の内側を通して配設され、当該燃料
通路において弁部と隣接する下流側で円環を構成するよう配置されるとともに、弾性体の
弾性変形により径外方向へ移動して位置決めされる。そして、固定部材は、接触部材を弁
部に当接させることによって当該弁部を燃料通路側から係止する機能を担う。
【００２５】
　このように、固定部材は、弾性体の弾性変形を利用して燃料通路の内側に位置決めされ
るため、弁部を燃料通路側から係止する接触部材自体が弾性を有していなくともよい。し
たがって、この構成における固定部材は、加圧室で加圧された燃料による内圧を受ける弁
部から過大なスラスト荷重がかかる部位に取付けられていても、接触部材の表面硬度や剛
性を向上させることによってスラスト荷重に耐えうるものとなる。
　なお、請求項２－９に示した構成を、本発明の高圧ポンプが備える固定部材に採用して
もよい。
【００２６】
　また、本発明の請求項１８に係る高圧ポンプは、燃料を加圧可能な加圧室、加圧室にて
加圧される燃料を吐出する吐出部、および、加圧室へ燃料を供給する燃料通路を形成して
いるハウジングと、加圧室を液密に保つために加圧室の上流側に配置されて開状態と閉状
態とに変化可能な弁部と、請求項１０に記載された構成と同一の構成を有する固定部材と
を備えている。弁部は、ハウジングの燃料通路を構成する内壁に組み付けられている。そ
して、固定部材は、弾性体の弾性変形により径を縮めた状態で燃料通路の内側を通して配
設され、当該燃料通路において弁部と隣接する下流側で径を拡げて位置決めされるととも
に、接触部材を弁部に当接させることによって、弁部を燃料通路側から係止することを特
徴とする。
【００２７】
　この場合、固定部材は、弾性体の弾性変形により径を縮めた状態で燃料通路の内側を通
して配設され当該燃料通路において弁部と隣接する下流側で径を拡げて位置決めされるの
であるが、接触部材の外周側面の径を変化させることなく弾性体のみを変形させることが
できるため、固定部材全体としての径を容易に拡大および縮小させることができる。また
この場合、接触部材を弁部に当接させることによって弁部を燃料通路側から係止するので
あるが、接触部材を弾性変形可能な部材で構成する必要がないので、接触部材の表面硬度
や剛性を向上させることにより、たとえ過大なスラスト荷重がかかったとしても耐えうる
ものとなる。
　なお、請求項１１－１６に示した構成を、本発明の高圧ポンプが備える固定部材に採用
してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明に係る第１実施形態によるＣ－リング装置を示す平面図。
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【図２】図１を矢印II方向から見た矢視図。
【図３】本発明に係る第１実施形態によるＣ－リング装置を用いた高圧ポンプの断面を示
す模式図。
【図４】（ａ）図３のIV部分を示す拡大図。（ｂ）従来のＣ－リングを用いた高圧ポンプ
の図４（ａ）に相当する部分の断面を示す模式図。
【図５】本発明に係る第１実施形態によるＣ－リング装置を示す平面図。
【図６】本発明に係る第２実施形態によるＣ－リング装置を示す平面図。
【図７】本発明に係る第３実施形態によるＣ－リング装置を示す平面図。
【図８】（ａ）本発明に係る第３実施形態によるＣ－リング装置の接触部材を示す平面図
。（ｂ）本発明に係る第３実施形態によるＣ－リング装置の弾性体を示す平面図。
【図９】本発明に係る第３実施形態によるＣ－リング装置を用いた高圧ポンプの断面を示
す模式図。
【図１０】本発明に係る第４実施形態による固定部材を用いた高圧ポンプの要部断面を示
す模式図。
【図１１】本発明に係る第４実施形態による固定部材の断面を示す模式図
【図１２】本発明に係る第５実施形態による固定部材を用いた高圧ポンプの要部断面を示
す模式図。
【図１３】本発明に係る他の実施形態によるＣ－リング装置を示す平面図。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下、本発明に係る実施形態を図面に基づき説明する。本発明の第１実施形態による固
定部材としてのＣ－リング装置は、車両に搭載される高圧ポンプにおいて、パイロット弁
構造を有している弁部の組付けに用いられる。
　（第１実施形態）
　本発明の第１実施形態のＣ－リング装置を図１および図２に示す。
　なお、本実施形態のＣ－リング装置３０は、図２の矢印Ｉ方向を軸方向とし、例えば、
一の部材を他の部材へ軸方向に係止する構成に用いられるものである。なお、Ｃ－リング
装置３０が、特許請求の範囲の「固定部材」を構成する。
　図１および図２に示すとおり、Ｃ－リング装置３０は、弾性体としての弾性リング３１
と、接触部材としての複数の円弧キー３２とを備えている。
【００３０】
　弾性リング３１は、バネ鋼鋼材などの弾性の大きい金属からなる帯状の板バネであり、
図１に示すように点Ｐ２を中心とし内周壁３６の曲率半径を長さｒ２とする略円環の優弧
状に湾曲している。弾性リング３１は、弾性変形することによりその曲率半径である長さ
ｒ２を可変としている。この弾性リング３１の内周壁３６には、複数の円弧キー３２が外
周側面３７の一部を接続され、弾性リング３１の形成する優弧に沿って略等間隔に配置さ
れる。なお、本実施形態では、円弧キー３２の数を五個としている。
【００３１】
　円弧キー３２は、弾性を有するとともに剛性の高いステンレスなどの金属板である。す
なわち、円弧キー３２は弾性リング３１よりも硬い部材として、弾性リング３１は円弧キ
ー３２よりも弾性の大きい部材として構成されている。本実施形態では、焼き入れ処理に
より硬度を高めたＳＵＳ４４０Ｃにより円弧キー３２を形成し、図２中の矢印Ｉ方向から
見た平面形状を扇状としている。具体的には、各円弧キー３２は円環の一部を構成し、図
１に示すように点Ｐ１を中心とし曲率半径を長さｒ１とする外周側面３７、および、点Ｐ
１を中心とし円環内周の円弧面に相当する内周側面３９を有している。
【００３２】
　ここで、外周側面３７の曲率半径、すなわち長さｒ１は、弾性リング３１の内径である
長さｒ２よりも小さい。したがって、弾性リング３１の径方向での変形において、可変で
ある長さｒ２の値が最小のとき、長さｒ１と略同一の値となる（図５参照）。また、図２
に示すように、五個の円弧キー３２は矢印Ｉ方向に垂直な同一平面上に配置されており、
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すべて矢印Ｉ方向の厚さが略均一である。ここで、当該厚さを軸方向の長さｔとした場合
、弾性リング３１の軸方向の幅である長さｂは長さｔよりも小さい。円弧キー３２は、外
周側面３７の周方向の略中間に位置する取付け部位３８を内周壁３６に溶接されることに
より、弾性リング３１と一体でＣ－リング装置３０を構成している。なお、弾性リング３
１の周方向両端側の円弧キー３２には組付け穴３３が設けられており、Ｃ－リング装置３
０の組付け時における径の縮小などは、組付け穴３３に治具などを挿入して曲げの力を加
えるといった方法でなされる。
【００３３】
　続いて、本実施形態のＣ－リング装置３０を車両に搭載される高圧ポンプに適用する場
合について、図３－５を用いて具体的に説明する。図３に示す高圧燃料ポンプ１０は、例
えばディーゼルエンジンやガソリンエンジンのインジェクタに燃料を供給する燃料供給ポ
ンプである。高圧燃料ポンプ１０は、ハウジング１１を中心に構成されている。このハウ
ジング１１は、例えばマルテンサイト系のステンレスなどで形成され、その一側面として
取付けられたカバー１２との間で燃料室１３を形成している。この燃料室１３には、高圧
燃料ポンプ１０の供給口（不図示）が連通しており、当該供給口から外部のフィードポン
プ（不図示）によって燃料タンク（不図示）内の燃料が供給される。
【００３４】
　また、ハウジング１１のカバー１２と反対側の側面にはシリンダ１４が形成され、シリ
ンダ１４内にはプランジャ１５が往復移動可能に支持されている。さらに、カバー１２と
プランジャ１５との配列方向に直交する軸上に、逆止弁１６を有する吐出部１７、吐出部
１７と連通しプランジャ１５の端部とハウジング１１の壁面との間で形成される加圧室１
８、および加圧室１８と連通する略円筒状の燃料通路１９を有している。
【００３５】
　ここで、燃料通路１９はハウジング１１の吐出部１７側とは反対側に開口しており、加
圧室１８側には調量弁６０が設けられ、開口側は磁気回路部７０を構成する弁部カバー７
１によって塞がれている。燃料通路１９を形成する内壁面には、調量弁６０と磁気回路部
７０との間の位置に燃料室１３と連通する連通路１３１が形成されている。このため、燃
料室１３に供給された燃料は、連通路１３１から燃料通路１９に供給され、調量弁６０を
経由して加圧室１８内でプランジャ１５により圧力を高められたのち、その圧力で逆止弁
１６を開弁方向へ付勢するとともに、吐出部１７からインジェクタの接続された燃料レー
ル（不図示）へ圧送される。
【００３６】
　ここで、図４（ａ）に示す拡大図を用いて、調量弁６０の構成を詳細に説明する。
　調量弁６０は、燃料通路１９の内周壁面と略同一の外径を有して当該燃料通路１９に嵌
合する筒状の弁ボディ６１、弁ボディ６１の形成する内部空間６２に配置されて加圧室１
８側に開口する有底筒状をなす弁部材６３、弁部材６３の開口側の端部６３１に対向する
よう内部空間６２内の加圧室１８側に設けられたストッパ６４、弁部材６３内部の底面と
ストッパ６４の対向する係止面６４１とに両端を接続されたスプリング６５、および、磁
気回路部７０側から弁部材６３の底部６３２に対向して当接可能なニードル６６を備えて
いる。磁気回路部７０は、コイル７２に通電が行われることにより磁気吸引力を発生させ
、ニードル６６と一体のアーマチャ７３を調量弁６０と反対側のステータ７４側へ吸引す
る。また、コイル７２が通電されていないとき、スプリング７５の付勢力によりアーマチ
ャ７３およびニードル６６は弁部材６３方向に付勢される。なお、弁部材６３およびニー
ドル６６は、燃料通路１９の軸方向に往復移動可能に構成されている。
【００３７】
　弁ボディ６１はその外周にゴムシール６７を有し、このゴムシール６７によって、弁ボ
ディ６１と燃料通路１９の内壁との間がシールされている。かかる構成により、燃料通路
１９内の燃料は、弁ボディ６１の内部空間６２を通過する。弁ボディ６１の反加圧室１８
側の端部は径内方向に突出して弁座部６１１を構成し、弁座部６１１に対向する弁部材６
３の底部６３２が弁座部６１１に着座することで燃料通路１９と内部空間６２とが遮断さ



(11) JP 2010-25335 A 2010.2.4

10

20

30

40

50

れる。また、弁部材６３の底部６３２が弁座部６１１から離座することで燃料通路１９と
内部空間６２とが連通する。弁部材６３が弁座部６１１から離座したときにその端部６３
１を係止面６４１にて係止するストッパ６４は、弁ボディ６１の内壁に取付けられたスナ
ップリング６４２にて係止されている。
【００３８】
　ここで、本発明に係る第１実施形態のＣ－リング装置３０は、調量弁６０を燃料通路１
９内で加圧室１８側に固定するのに用いられる。Ｃ－リング装置３０は、磁気回路部７０
側に面している弁ボディ６１の端面６１２に形成された小径部６１３を囲むようにして設
置され、ハウジング１１の燃料通路１９を構成する内壁に形成された溝部１１１に各円弧
キー３２の外周側面３７側を嵌合した状態で係止されている。小径部６１３は、軸方向に
Ｃ－リング装置３０の円弧キー３２の板厚ｔと略同一の長さだけ燃料通路１９内へ突出し
ており、その外径はＣ－リング装置３０の径をある程度縮小させたときに内周側面３９が
構成する略円の径内側に収まる長さである。また、溝部１１１の軸方向の溝幅は、円弧キ
ー３２の板厚ｔと略同一の長さである。
【００３９】
　ところで、Ｃ－リング装置３０および調量弁６０のハウジング１１への組付けは、磁気
回路部７０の取付けに先立って行われる。まず、弁ボディ６１の内部空間６２に弁部材６
３を収容し、弁部材６３内にスプリング６５の一端側を収容して取付け、端部６３１およ
びスプリング６５の他端側にストッパ６４を設置しスナップリング６４２で固定すること
で、ニードル６６を除いた調量弁６０の組付けが完了する。続いて、弁ボディ６１の外周
にゴムシール６７を取付けた調量弁６０を、吐出部１７側と反対側の端部から燃料通路１
９内に挿入する。そして、溝部１１１を形成する加圧室１８側の溝壁面１１２と弁ボディ
６１の端面６１２との軸方向の位置を合わせた状態で、Ｃ－リング装置３０の組付けを行
う。
【００４０】
　Ｃ－リング装置３０は、組付け穴３３部分で外径を縮められ、外径が燃料通路１９の内
径よりも小さくなった状態で燃料通路１９に挿入される。このとき、Ｃ－リング装置３０
は、弾性リング３１の内周壁３６が円弧キー３２の外周側面３７に倣うことにより、図５
に示すように、その外径を外周側面３７の曲率半径ｒ１と弾性リング３１の径方向の厚さ
との和にまで縮小させることができる。そして、Ｃ－リング装置３０を弁ボディ６１の小
径部６１３の外周の位置まで挿入した状態で、組付け穴３３部分を放すと、弾性リング３
１は自らの弾性力によって径の大きさを拡げ、溝部１１１の溝壁面１１３に倣うようにな
る。これにより、Ｃ－リング装置３０は、溝部１１１の溝壁面１１４に円弧キー３２の反
弁ボディ６１側の端面で当接し、燃料通路１９の開口側への移動を規制される。Ｃ－リン
グ装置３０の組付け後、アーマチャ７３と一体でニードル６６が取付けられた磁気回路部
７０が、燃料通路１９の開口端部を弁部カバー７１で塞ぐようにハウジング１１に組付け
られる。なお、ハウジング１１と弁部カバー７１との間は、溶接等がなされ、燃料通路１
９からの燃料漏れを防止するよう構成されている。
【００４１】
　次に、上述した本実施形態の高圧燃料ポンプ１０の作動のうち、燃料の加圧行程を例と
して、Ｃ－リング装置３０の作用を具体的に説明する。ここで、高圧燃料ポンプ１０のよ
うな構成の高圧ポンプでは、一般に、プランジャが下死点から上死点へ移動する途中で加
圧行程を経ることは周知である。なお、以下の説明では、図３におけるプランジャ１５の
加圧室１８側への移動をプランジャ１５の上昇という。
【００４２】
　プランジャ１５が上昇している間、磁気回路部７０のコイル７２に通電されていないと
、スプリング７５によりニードル６６が弁部材６３を圧す方向に付勢され、弁部材６３が
弁座部６１１から離座する。したがって、加圧室１８内の燃料は、プランジャ１５の上昇
によって調量弁６０の内部空間６２、燃料通路１９を通って燃料室１３に戻される。ここ
で、コイル７２に通電されると、磁気回路部７０で発生する磁気吸引力によりニードル６
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６が弁部材６３から離れる方向に移動し、弁部材６３はスプリング６５の反発力により付
勢されて弁座部６１１に着座する。これにより、燃料室１３側と加圧室１８との間が遮断
され、プランジャ１５がさらに上昇することによって加圧室１８内の燃料の圧力が上昇す
る。吐出部１７内の逆止弁１６は、加圧室１８内の燃料圧力が所定圧まで高められたとき
に開弁する。
【００４３】
　ここで、加圧室１８内の圧力が高まると、Ｃ－リング装置３０が弁ボディ６１から受け
るスラスト方向の押圧力は、例えば、１０ｋＮにまで上昇する。ここで、図４（ａ）に示
すＣ－リング装置３０は、図４（ｂ）に示す従来のＣ－リング９０に比べ広い接触面積で
弁ボディ６１の端面６１２に当接している。さらに、Ｃ－リング装置３０の円弧キー３２
は剛性が高く、弁ボディ６１から受ける押圧力による変形や摩耗が生じにくくなっている
。
【００４４】
　以上説明したように、本実施形態によるＣ－リング装置３０を高圧燃料ポンプ１０に組
付ける際、円弧キー３２の軸方向の板厚ならびに径方向の幅および面積が大きく、硬度が
高められた場合であっても、Ｃ－リング装置３０の径の縮小を広い範囲で行うことができ
る。ここで、上述したようなハウジング１１への調量弁６０の組付けにおいて、図４（ｂ
）に示すように、従来のＣ－リングに相当するＣ－リング９０をＣ－リング装置３０に代
えて使用すると、ハウジング１１に形成された溝部１１５の内壁での径方向および軸方向
の接触面積、ならびに弁ボディ６８の端面６８２との接触面積が小さく制限される。これ
は、Ｃ－リング９０を変形する場合の径の変形幅がＣ－リング９０自体の弾性力によって
決まるためであり、Ｃ－リング９０の板厚や断面積を大きくすると弾性力が減少し、上述
したような径方向の弾性変形を伴う相手部材への組付けができなくなってしまうからであ
る。
【００４５】
　これに対し、本実施形態のＣ－リング装置３０は、その径の変形幅が円弧キー３２の材
質や剛性によらず、円弧キー３２の外周側面３７の曲率半径ｒ１と、弾性リング３１の内
周壁３６の曲率半径ｒ２とによって決定される。このため、長さｒ１およびｒ２を所望の
値に設計することによって、Ｃ－リング装置３０の径を大きく変化させることができるよ
うになる。さらに、Ｃ－リング装置３０の外側の弾性リング３１の幅ｂが円弧キー３２の
厚さｔよりも小さいことにより、弾性リング３１がハウジング１１の溝部１１１を構成す
る溝壁面１１２、１１４にスラスト方向で当接しにくくなるため、弾性リング３１にスラ
スト方向の荷重がかかりにくくなり、その摩耗および変形を防ぐことができる。
【００４６】
　このように、本実施形態によるＣ－リング装置３０は、スラスト方向に二またはそれ以
上の部材を係止する構成、特に、上述したように高圧燃料ポンプ１０の加圧室１８からの
高圧による荷重を受けて調量弁６０を係止するといった、スラスト方向での大きな荷重を
受ける構成に用いることができる。このＣ－リング装置３０は、径方向の変形を加えやす
いため組付けが容易であり、軸方向の強度が大きいため、大きなスラスト荷重に対する耐
久力に優れた抜け止め用の固定部材として使用できる。
【００４７】
　（第２実施形態）
　続いて、本発明の第２実施形態によるＣ－リング装置を図６に示す。第２実施形態の構
成は第１実施形態と実質的に同一であり、第１実施形態と同一の構成については説明を省
略する。Ｃ－リング装置４０は、帯状の弾性リング４１が複数箇所で内周壁４６より径内
方向へ突出するよう折り曲げられた接続部位４６１を有し、当該接続部位４６１を円弧キ
ー４２の外周側面４７に形成された溝壁面４７１に挿入されて構成されている。第２実施
形態の場合、弾性リング４１と円弧キー４２との組み付けは、溝壁面４７１と接続部位４
６１を予め形成してから接続する方法で行うため、内周壁４６と外周側面４７とを円弧面
同士で精密に位置合わせして固定する必要がなくなる。すなわち、曲率半径の異なる曲面
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同士の接続に伴うぶれなどを考慮する必要がないため、第１実施形態よりもさらに簡素な
製造工程でＣ－リング装置４０を作製できる。
【００４８】
　なお、円弧キー４２の配置により構成される円環の軸方向において、各円弧キー４２の
軸方向の端面には、第１実施形態の組付け穴３３に相当する組付け穴４３が形成されてい
る。ここで、第１実施形態では二個の円弧キー３２にのみ組付け穴３３が設けられていた
が、本実施形態のように、全ての円弧キー４２に組付け穴４３が形成されていても差し支
えない。この場合、円弧キー４２を組付け穴４３の有無によって作り分ける必要がないた
め、製造工程がより簡素化できる。また、図６に示すように、本実施形態によると、溝壁
面４７１が組付け穴４３内部に達しているが、もちろん、溝壁面４７１と組付け穴４３と
が離れていてもよい。また、第２実施形態の変形例として、各円弧キー４２に組付け穴４
３を設けずに、溝壁面４７１が組付け穴を兼ねるような構成としてもよい。このような変
形例によると、溝壁面４７１に沿った弾性リング４１の外周側、すなわち接続部位４６１
の径外側の凹部を組付け穴４３の代わりに利用してＣ－リング装置４０の変形および相手
部材への組付けを行うことができる。
【００４９】
　また、第２実施形態によると、Ｃ－リング装置４０は必ずしも、弾性リング４１と円弧
キー４２とが接着あるいは溶接などによって固定的に接続された構成でなくともよい。具
体的には、例えば、弾性リング４１と円弧キー４２とを別体として、各円弧キー４２の溝
壁面４７１に接続部位４６１を圧入して径方向に係止する構成としてもよい。このように
構成されるＣ－リング装置４０は、相手部材への組付け時、例えば、上述した高圧燃料ポ
ンプ１０の燃料通路１９内で溝部１１１に組付ける際には、各円弧キー４２が溝壁面１１
２、１１４に倣うので、複数の円弧キー４２の軸方向の両端面を同一平面上に精密に揃え
ておく必要がなくなる。
　以上により、第２実施形態によると、より簡単な製造工程により、過大なスラスト荷重
に耐えうる固定部材を提供できる。
【００５０】
　上述した第１実施形態および第２実施形態は、請求項１～６および１０～１８、特に、
請求項１０～１６および請求項１８に係る発明に対応するものであった。これらは、固定
部材としてのＣ－リングを、径方向外側に位置する弾性体と径方向内側に位置する接触部
材としての円弧キーとから構成するものであるが、本発明では、円環の周を構成するよう
に複数の接触部材を配置し、その径内方向に弾性体を配置して固定部材を構成することも
例示される。そこで、以下、請求項１～９および請求項１７、特に、請求項７～９に係る
発明に対応する複数の実施形態を、図７～１２に基づき説明する。
【００５１】
　（第３実施形態）
　本発明の第３実施形態による固定部材を第１実施形態とは異なる構成の高圧ポンプに適
用する場合について、図７を用いて説明する。図７に示す高圧燃料ポンプ１００は、第１
実施形態で説明した高圧燃料ポンプ１０同様、例えばディーゼルエンジンやガソリンエン
ジンのインジェクタに燃料を供給する燃料供給ポンプである。本実施形態の高圧燃料ポン
プ１００は、第１実施形態で説明した高圧燃料ポンプ１０と実質的に同一の構成または対
応する構成を有しているので、これらについては同一の符号を付して説明を省略する。
【００５２】
　図７に示すとおり、高圧燃料ポンプ１００には、弁部としての調量弁８０が設けられて
いる。調量弁８０は、燃料通路１９の内周壁面と略同一の外径を有して当該燃料通路１９
に嵌合する筒状の弁ボディ８１、弁ボディ８１の形成する内部空間８２における反加圧室
１８側で往復移動可能に配置される弁部材８３、弁部材８３の傘部８３１に対向して開口
するよう有底筒状に形成されて内部空間８２内の加圧室１８側に設けられたストッパ８４
、ストッパ８４の筒内に配置されて弁部材８３を移動方向反ストッパ８４側へ付勢してい
るスプリング６５、および、磁気回路部７０側から弁部材８３の軸部８３２に対向して当
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接可能なニードル８６を備えている。ニードル８６は磁気回路部７０のアーマチャ７３と
一体であるため、コイル７２に通電されると、ニードル８６は磁気回路部７０側すなわち
反加圧室１８側へ吸引される。また、弁ボディ８１は燃料通路１９内で反加圧室１８側へ
筒状に延びるガイド筒部８１１を有しており、弁部材の軸部８３２は、ガイド筒部８１１
の筒内壁に案内されて摺動可能となっている。
【００５３】
　弁ボディ８１はその外周にゴムシール８７を有しており、弁ボディ８１と燃料通路１９
の内壁との間はゴムシール８７によってシールされている。また、本実施形態では、弁ボ
ディ８１においてガイド筒部８１１の径外方向に、内部空間８２と連通する通路１９１が
周方向に複数形成されている。これにより、吸入行程における燃料通路１９内の燃料は、
通路１９１を経由して弁ボディ８１内の内部空間８２を通過する。また、内部空間８２内
に配置されたストッパ８４は、弁部材８３と当接する一端側が小径、弁部材８３から遠い
方の他端側が大径に形成されており、大径に形成された他端側の外周側面を、弁ボディ８
１の内部空間８２を形成する筒内壁面と溶接されている。内部空間８２においてストッパ
８４の一端側の外周に区画される空間は、ストッパ８４の他端側で周方向に複数形成され
た通路１９２によって、燃料通路１９の加圧室１８に隣接する下流側と連通している。こ
れにより、吸入行程において、加圧室１８内には、通路１９２を経由して内部空間８２の
燃料が供給される。
【００５４】
　弁部材８３は、傘部８３１および軸部８３２を有している。傘部８３１は略円盤状に形
成されており、弁ボディ８１に形成された弁座部８１２から離座することによって開弁し
、弁座部８１２に着座することによって閉弁する。また、軸部８３２は、傘部８３１と同
軸で傘部８３１の軸方向磁気回路部７０側の端面に接続し、ガイド筒部８１１の筒内に挿
通されてニードル８６と当接可能に延びている。なお、弁ボディ８１の弁座部８１２は、
弁ボディ８１の傘部８３１の反加圧室１８側の端面と対向するように、軸部８３２の径外
方向に形成されている。
【００５５】
　この構成において、本発明に係る第３実施形態の固定部材２０は、調量弁８０を燃料通
路１９内で加圧室１８側に固定するのに用いられている。固定部材２０は、図８（ａ）（
ｂ）および図９に示すように、弾性変形することによって曲率半径が可変である断面視略
優弧状の弾性リング２１、および、弾性リング２１の径外方向に配置される複数の接触部
材２２を備えている。各接触部材２２は、燃料通路１９の軸方向加圧室１８側から見た形
状がそれぞれ略円環の一部を呈するよう形成された金属板である。そして、固定部材２０
は、図７に示すように、弁ボディ８１のガイド筒部８１１の径外方向にガイド筒部８１１
と複数の通路１９１とを囲む位置に設けられ、ハウジング１１の燃料通路１９を形成する
内壁に形成された溝部１１１に各接触部材２２の径方向外側を嵌合した状態で係止されて
いる。溝部１１１の軸方向の溝幅は、接触部材２２の径方向外側の板厚と略同一の長さで
ある。
【００５６】
　ここで、図８（ａ）（ｂ）および図９を用いて本実施形態の固定部材２０の構成を詳細
に説明する。図８（ａ）には接触部材２２を、図８（ｂ）には弾性リング２１を、上述し
た高圧燃料ポンプ１００の吐出部１７側から見た平面図として示している。本実施形態で
は、弾性リング２１と接触部材２２とは別体となっており、高圧燃料ポンプ１００を組付
ける際に、図９に示すように弾性リング２１を複数の接触部材２２の径方向内側に設ける
ことによって、固定部材２０の組付を行っている。
【００５７】
　図８（ａ）に示すように、本実施形態の固定部材２０は、接触部材２２を二個有してい
る。各接触部材２２は、図７および図９に示すように弾性リング２１と径方向で対向する
部位に、断面視略円弧状かつテーパ状に形成されたテーパ面２３を有している。本実施形
態では、このテーパ面２３が、「特許請求の範囲」に記載の「側壁」を構成する。また、
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複数の接触部材２２の配置により構成する円環の軸方向において、接触部材２２は、当該
軸方向の先端すなわち弁ボディ８１に対向する側の端面に先端面２４を有している。テー
パ面２３は、接触部材２２の軸方向先端側で、先端面２４に向かって拡径するように形成
されている。接触部材２２は、剛性の高いステンレス鋼などの材質からなり、焼き入れ処
理により高硬度に作製されている。このため、先端面２４あるいは先端側とは反対方向の
基端側からスラスト荷重を受けた場合にも、過大なスラスト荷重に耐えうる性質を持つ。
なお、図８（ａ）に示すように、各接触部材２２は点Ｐ１を中心とする円環の一部を構成
し、テーパ面２３の外周すなわち先端面２４の内周側では、テーパ面２３の断面形状の曲
率半径が長さｒ１となっている。
【００５８】
　図８（ｂ）に示すように、本実施形態の固定部材２０が有している弾性リング２１は、
バネ鋼などの弾性の大きい材質からなる金属線が、点Ｐ２を中心に外周の曲率半径を長さ
ｒ２とする略円環の優弧状に湾曲して形成されたものである。また、弾性リング２１は、
弾性変形することによりその曲率半径である長さｒ２を可変としている。ここで、図８（
ａ）に示す接触部材２２のテーパ面２３の曲率半径、すなわち長さｒ１は、略優弧状をな
す弾性リング２１の外径である曲率半径ｒ２よりも小さい。このため、固定部材２０を組
付ける際には、弾性リング２１を弾性変形させることによって、可変である長さｒ２の値
を縮小させることになる。図９に示すように組付けられた状態の固定部材２０では、弾性
リング２１の曲率半径ｒ２の値が、接触部材２２におけるテーパ面２３の曲率半径ｒ１と
略同一の値もしくは曲率半径ｒ１よりもわずかに小さい値となる。
【００５９】
　固定部材２０および調量弁８０のハウジング１１への組付けは、磁気回路部７０の取り
付けに先立って行われる。まず、弁ボディ８１の内部空間８２に、ガイド筒部８１１の孔
に軸部８３２を挿通して弁部材８３を収容する。その後、弁部材８３の傘部８３１の径方
向内側にスプリング８５の一端側を、ストッパ８４の内部にスプリング８５の他端側を、
それぞれ収容して取付けるとともに、ストッパ８４を弁部材８３の傘部８３１と当接可能
に対向させて弁ボディ８１の反弁部材８３側に圧入する。そして、ストッパ８４と弁ボデ
ィの８１１とを溶接して固定することで、ニードル８６を除いた調量弁８０の組付けが完
了する。続いて、弁ボディ８１の外周にゴムシール８７を取り付けた調量弁８０を、吐出
部１７側と反対側の端部から燃料通路１９内に挿入し、溝部１１１に固定部材２０を組み
付ける。
【００６０】
　固定部材２０をハウジング１１に組付けるときは、まず、複数の接触部材２２を燃料通
路１９の内側を通して配設する。このとき、接触部材は、調量弁８０と隣接する下流側で
円環を構成するように溝部１１１に配置される。各接触部材２２は、径方向外側が溝部１
１１に嵌合され、先端面２４が調量弁８０の弁ボディ８１に対向するように配置される。
続いて、弾性リング２１の径を縮めた状態で、燃料通路１９の内側を通して接触部材２２
の先端面２４に対する径内方向に配設する。図７に示すように、弾性リング２１は、調量
弁８０に隣接する位置で、弁ボディ８１とテーパ面２３とで区画された環状の溝に嵌め込
まれるよう、径を押し縮められた状態で燃料通路１９に挿入された後、自らの弾性力によ
って径の大きさを拡げ、テーパ面２３に倣うとともに接触部材２２を径外方向へ付勢する
。これにより、接触部材２２は径外方向すなわち溝部１１１の深さ方向へ移動し、固定部
材２０が燃料通路１９の開口側への移動を規制されるように溝部１１１におけるハウジン
グ１１の内壁に位置決めされる。
【００６１】
　このように固定部材２０によって調量弁８０が燃料通路１９内に固定された後、アーマ
チャ７３と一体でニードル８６が取付けられた磁気回路部７０が、燃料通路１９の開口端
部を弁部カバー７１で塞ぐようにハウジング１１に組付けられる。なお、本実施形態の高
圧燃料ポンプ１００においては、ハウジング１１と弁部カバー７１との間は、ゴムシール
等によって燃料通路１９からの燃料漏れを防止するようシールされている。



(16) JP 2010-25335 A 2010.2.4

10

20

30

40

50

【００６２】
　以上説明したように、本実施形態の固定部材２０では、当該固定部材２０によってハウ
ジング１１へ固定される相手部材の弁ボディ８１からスラスト荷重を受ける接触部材２２
が、当該接触部材２２の位置決めにおいて拡径方向の付勢を担う弾性リング２１とは別体
で構成されている。そして、接触部材２２自体が弾性を有していなくとも、弾性リング２
１の弾性による曲率半径の可変性を利用して、上述したような簡単な組付工程で固定部材
２０の組付けが可能となっている。また、接触部材２２の径方向内側に形成された側壁と
してのテーパ面２３に沿って弾性リング２１がその周全体で接するように倣い、かつ、弾
性リング２１の弾性変形による径外方向への付勢力をその周全体で作用させるので、ハウ
ジング１１に装着されたときの固定部材２０全体としての構造は安定する。
【００６３】
　また、弾性リング２１は、テーパ面２３に対して先端面２４側すなわち弁ボディ８１と
隣接している側に配置されることにより、固定部材２０の軸方向基端側から接触部材２２
によって支持される。この状態で、弾性リング２１は自身の弾性力により拡径しようとす
るため、接触部材２２のテーパ面２３によって燃料通路１９の反加圧室１８側への移動を
規制される。したがって、固定部材２０を組付けたとき、たとえ接触部材２２とは別体の
部材であっても、弾性リング２１の脱落を防止することができる。なお、本実施形態によ
れば、接触部材２２の側壁をテーパ面２３に加工することによって弾性リング２１の脱落
防止が可能となるため、当該脱落防止の効果を得るための加工が容易であるという利点も
ある。
【００６４】
　このように、本実施形態の固定部材２０は、接触部材２２が弾性を有している必要がな
いので、硬度の大きな材質からなる接触部材２２を用いて構成されていてもよい。したが
って、接触部材２２の表面硬度や剛性を向上させることが可能であるため、例えば、加圧
室１８の内圧による大きなスラスト荷重を受ける調量弁８０の抜け止めといった、過大な
スラスト荷重を受ける部位での使用に耐えうるものとなる。
【００６５】
　（第４実施形態）
　ところで、上述した第３実施形態では、弾性体としての弾性リング２１と対向する接触
部材２２の側壁をテーパ面２３としていたが、弾性リング２１が弁ボディ８１から過大な
スラスト荷重を受けることを防止するためには、以下に説明する第４実施形態のように接
触部材の側壁部分の形状を変更することが例示される。そこで、本発明に係る第４実施形
態による固定部材について、図１０および図１１を用いて説明する。
【００６６】
　図１０に示す第４実施形態による高圧燃料ポンプ１００の構成は、第３実施形態と実質
的に同一である。第４実施形態の第３実施形態との違いは、第３実施形態で説明した固定
部材２０に代えて、接触部材の形状が異なる固定部材２５を用いて高圧燃料ポンプ１００
を構成した点である。第３実施形態と同一の構成については、同一の符号を付して説明を
省略する。
【００６７】
　図１０および図１１に示すように、本実施形態の固定部材２５は、弾性体としての弾性
リング２１、および、接触部材２６を有している。固定部材２５を燃料通路１９の軸方向
加圧室１８側から見ると、図９に示されるものと同様、二個の接触部材２６の配置により
円環を構成している。各接触部材２６は、その配置により構成する円環の軸方向において
、軸方向先端側で内径の大きい大径部２７、軸方向基端側で内径の小さい小径部２８を形
成している。すなわち、複数の接触部材２６の径方向内側には、軸方向で内径を異にする
略円弧面が形成されており、内径が異なる部分にて段差が形成されている。本実施形態で
は、大径部２７の径方向内側の略円弧面である大径内周側面２７１が、「特許請求の範囲
」に記載の「側壁」を構成する。図１０に示すように、各接触部材２６は、大径部２７を
形成している軸方向先端側が弁ボディ８１に対向するよう配置される。ここで、大径内周
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側面２７１と軸方向基端側で隣接して弁ボディ８１に向けられる面、すなわち、小径部２
８が軸方向先端側で形成している段差部分の窪んでいる面を、段差面２８１とする。また
、接触部材２６の軸方向先端側の面、すなわち弁ボディ８１に当接する大径部２７の端面
を、先端面２９とする。
【００６８】
　弾性リング２１は、第３実施形態と同様の方法で、ハウジング１１の溝部１１１に組付
けられた接触部材２６の大径内周側面２７１に対し、径方向で対向するように設けられる
。図１０に示すように、弾性リング２１は、燃料通路１９の内側を通して、接触部材２６
の大径部２７と小径部２８とによる段差および弁ボディ８１によって凹溝状に区画された
空間内へ収容される。この凹溝の内壁は、接触部材２６の小径部２８の内周よりも径外方
向へ略環状に窪む形状で、段差面２８１、大径内周側面２７１、および、弁ボディ８１の
軸方向反加圧室１８側の端面から構成される。弁ボディ８１の軸方向反加圧室１８側の端
面には、接触部材２６の先端面２９が当接している。このため、上述した凹溝の溝幅は、
大径部２７の軸方向の長さ、すなわち先端面２９を含む仮想平面から段差面２８１までの
距離と略同一の大きさである。
【００６９】
　ここで、図１０における固定部材２５の断面を拡大して模式的に示す図１１では、上述
した凹溝の溝幅を、溝幅ｇとして示している。また、図１１に示すように、当該凹溝に配
置される弾性リング２１が固定部材２５の軸方向に占める幅、すなわち弾性リング２１を
構成している金属線の線径を線径ｄとすると、線径ｄの大きさは溝幅ｇの大きさよりも小
さい。これにより、弾性リング２１は、複数の接触部材２６の配置により構成する円環の
軸方向において、段差面２８１の軸方向先端側に配置され、かつ、先端面２９の軸方向基
端側に配置される。言い換えると、弾性リング２１が当該軸方向に占めるスペースは、大
径部２７の軸方向の長さｇの範囲内に収められる。
【００７０】
　上述した構成により、図１０に示すように固定部材２５がハウジング１１に組付けられ
たとき、弾性リング２１は自身の弾性力によって拡径し、大径部２７の大径内周側面２７
１に倣うとともに接触部材２６を径外方向へ付勢する。弾性リング２１は、段差面２８１
に対して先端面２９側すなわち弁ボディ８１と隣接している側に配置されることにより、
固定部材２５の軸方向基端側から接触部材２６によって支持される。このように、弾性リ
ング２１が小径部２８の段差面２８１によって燃料通路１９の反加圧室１８側への移動を
規制されるため、接触部材２６とは別体の部材である弾性リング２１が脱落することを防
ぐことが可能である。
【００７１】
　ところで、第３実施形態のように「特許請求の範囲」に記載の「側壁」がテーパ状に形
成されている場合、弾性リング２１が拡径することによって弁ボディ８１に近づく方向へ
移動すると、弾性リング２１に弁ボディ８１からの過大なスラスト荷重がかかる虞がある
。第３実施形態では、拡径方向に向かうにつれて狭くなるテーパ溝状の空間（図７におけ
る、テーパ面２３と弁ボディ８１の反加圧室１８側の端面とで区画される凹溝状の空間）
に弾性リング２１が配置されるためである。これに対し、本実施形態では、弾性リング２
１の線径ｄよりも大きな溝幅ｇを有する凹溝状の空間に弾性リング２１を配置することに
より、弾性リング２１に弁ボディ８１からのスラスト荷重がかかることを防止できる。し
たがって、本実施形態の固定部材２５によれば、弾性リング２１を弁ボディ８１に当接さ
せることなく、接触部材２６のみで弁ボディ８１からのスラスト荷重を受けることが可能
となるため、弾性リング２１の摩耗を防ぐことができる。また、上記複数の実施形態同様
、接触部材２６の表面硬度や剛性を向上させることにより、固定部材２５は過大なスラス
ト荷重に耐えうるものとなる。
【００７２】
　（第５実施形態）
　上述した第３実施形態および第４実施形態では、弾性体としての弾性リング２１を金属
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線から構成していたが、「特許請求の範囲」に記載の「弾性体」として、他の構成を採用
してもよい。そこで、以下、第３実施形態および第４実施形態と同一の構成を有する高圧
燃料ポンプ１００に、本発明に係る第５実施形態の固定部材を適用する場合について、図
１２を用いて説明する。
【００７３】
　図１２に示すように、第５実施形態の固定部材２００は、弾性体２１０および接触部材
２２０を有している。本実施形態の弾性体２１０は、例えばバネ鋼などの弾性を有する材
質から形成され、薄肉の略円筒が断面視略優弧状に周方向の一部を切欠かれたような形状
を呈している。この弾性体２１０の形状は、例えば第１実施形態において図１に示した板
バネ状の弾性リング３１に類似するものであるが、図１２に示すように、接触部材２２０
の板厚よりも長く軸方向に延びたものであってもよい。接触部材２２０は、断面視略円弧
状に形成された側壁としての内周側面２３０を有しており、当該内周側面２３０を弾性体
２１０と対向させるように、弾性体２１０の径外方向に複数配置されている。接触部材２
２０は、燃料通路１９の軸方向と直交する断面による断面形状が、図８（ａ）および図９
に示した第１実施形態の接触部材２２と同様の形状となっている。
【００７４】
　ここで、上述したように、弾性体２１０に径方向で対向する接触部材２２０の側壁は、
当該側壁が軸方向先端側に位置している第３実施形態や第４実施形態の場合とは異なり、
接触部材２２０の内周側面２３０全体となっている。このように、接触部材２２０を必ず
しもテーパ状や段差状に加工する必要はなく、当該加工の工程を省略することによって製
造容易とすることができる。また、弾性体２１０は、接触部材２２０の板厚よりも軸方向
の長さが大きい円筒の一部をなしているため、固定部材２００の組付けを行う際には、接
触部材２２０の径方向内側に弾性体２１０の一端側を挿入すればよい。このとき、弾性体
２１０は弾性変形によって径を押し縮められた状態で接触部材２２０の径方向内側に一端
側を挿入される。そして、弾性体２１０は自身の弾性力によって接触部材２２０の内周側
面２３０に倣い拡径する。これにより、各接触部材２２０を径外方向へ付勢してハウジン
グ１１の溝部１１１に位置決めする。このように、本実施形態の固定部材２００によると
、弾性体２１０を割ピンのような部材として構成したことによって、より簡易な製造工程
によって作製することができるとともに、容易に組付けることが可能である。
【００７５】
　接触部材２２０は、弁ボディ８１に当接する先端面２４０を有している。本実施形態に
よると、接触部材２２０は先端面２４０側で拡径する構成を有していないため、第３実施
形態および第４実施形態と比べて先端面２４０の面積が大きい。このため、弁ボディ８１
からのスラスト荷重を先端面２４０の広い範囲で受けることが可能となり、各接触部材が
より大きなスラスト荷重に耐えうるものとなる。また、図１２に示すとおり、弾性体２１
０の先端側が先端面２４０よりも弁ボディ８１側へ突出するようなことがないため、たと
え固定部材２００に過大なスラスト荷重がかかったとしても、弾性体２１０に摩耗が生じ
ることを防止できる。また、弾性体２１０の軸方向の長さが大きいため、弾性体が金属線
状に形成されている場合に比べると、破損しにくいという利点がある。このように、第３
実施形態および第４実施形態とは異なる形状の弾性体２１０および接触部材２２０を採用
しても、接触部材２２０の表面硬度や剛性を向上させる処理を行うことができる。したが
って、本実施形態の固定部材２００は、上記複数の実施形態と同様に、過大なスラスト荷
重が加わる部位でも使用することができる。
【００７６】
　（他の実施形態）
　上述した第１実施形態および第２実施形態によると、Ｃ－リング装置３０、４０は、組
付け穴３３、４３または溝壁面４７１を介して径を縮められることで相手部材の筒内に固
定されるものとしたが、本発明に係る固定部材は、必ずしも組付け穴を有するものでなく
てもよく、例えば、図７に示すような組付け穴の形成されていないＣ－リング装置５０の
ような構成としてもよい。このＣ－リング装置５０を組み付ける際には、円弧キー５２の
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内周側面５９の径内側にテーパ状の治具を挿入し、そのテーパ面の径が縮小する側の端部
を相手部材の筒に挿入したのち、内周側面５９の構成する略円周の径を当該テーパ面に沿
い縮小させるようにＣ－リング装置５０を圧入すればよい。
【００７７】
　また、上述した複数の実施形態では、円弧キー３２、４２および５２の数をそれぞれ五
個とし、あるいは、接触部材２２、２７、および２２０の数をそれぞれ二個としていたが
、本発明では接触部材の個数を二個以上の任意の個数に設定してよい。
　さらに、上記実施形態では高圧ポンプの調量弁の抜け止めに用いる例を説明したが、本
発明の固定部材は、各種ポンプやインジェクタの弁部など、抜け止めを必要とする各種機
械要素の構成に用いることができる。もちろん、接触部材の径を押し拡げ、その内側に軸
を保持して抜け止め効果を持たせる構成であってもよいし、複数の部材を同一軸線状に接
続するといった用途に用いることも可能である。
【００７８】
　なお、本発明はスラスト方向の荷重が大きい部位に用いた場合に最もその効果を発揮す
るが、それ以外の抜け止め構造に適用することも可能である。例えば、弾性体と接触部材
との材質を互いに異なるものとすることにより、固定部材全体としての径方向の弾性を向
上させられるといった効果が得られる。したがって、その材質は金属に限定されず、種々
の構成に対応させて材質および相手部材との当接面の形状に適宜変更を加えてもよい。
　以上説明したように、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、その要旨を逸
脱しない範囲で種々の形態で実施可能である。
【符号の説明】
【００７９】
　１０：高圧燃料ポンプ（高圧ポンプ）、１１：ハウジング、１２：カバー部、１３：燃
料室、１４：シリンダ、１５：プランジャ、１６：逆止弁、１７：吐出部、１８：加圧室
、１９：燃料室、２０：固定部材、２１：弾性リング（弾性体）、２２：接触部材、２３
：テーパ面（側壁）、２４：先端面、３０：Ｃ－リング装置（固定部材）、３１：弾性リ
ング（弾性体）、３２：円弧キー（接触部材）、３３：組付け穴、３６：内周壁、３７：
外周側面（側壁）、３８：取付け部位、３９：外周側面（側壁）、６０：調量弁（弁部）
、６１：弁ボディ、６３：弁部材、６４：ストッパ、６６：ニードル、７０：磁気回路部
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